
議案第３４号 

 

 

   令和２年度から使用する小学校教科用図書及び中学校教科用図書 

   （「特別の教科道徳」を除く）の採択について 

 

 

令和２年度から使用する小学校教科用図書及び中学校教科用図書（「特別の教

科 道徳」を除く）の採択について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律（昭和３８年法律第１８２号）第１３条の規定により承認を求め

る。 

 

 

 

２０１９年７月３０日提出 

 

 

               北栄町教育委員会教育長  別 本 勝 美 

 

 

記  

 

 

別紙のとおり 

 

 



議案第３５号 

 

北栄町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱の制定について 

 

 

北栄町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱を制定したいので、北栄

町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

2019年７月 30日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 
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北栄町教育委員会訓令第  号 

 

北栄町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱 

 

(設置) 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第

47条の６の規定に基づき、学校運営協議会の設置を推進するため、コミュニ

ティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(１) 学校運営協議会の委員、役割、開催日時、協議内容等の会議の運営に

関する事項 

(２) 学校運営協議会制度の論旨等について理解を得るための説明会、研修

会等の広報活動に関する事項 

(３) 学校、地域、家庭及び他機関・組織が連携及び協働して子どもの教育

活動を支援するための仕組みづくりに関する事項 

(組織) 

第３条 推進委員会は、委員15名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 小中学校ＰＴＡ関係者 

(３) 小中学校の職員 

(４) その他教育委員会が必要と認める者 

(任期) 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。 
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２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見

及び説明を求めることができる。 

(庶務) 

第７条 推進委員会の庶務は、北栄町教育委員会教育総務課で処理する。 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年７月30日から施行し、令和元年７月１日から適用する。 
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北栄町コミュニティ・スクール推進委員会委員 

 

 氏  名 所  属 備 考 

1 永江多輝夫 前南部町教育委員会教育長  

2 岡本 雅子 北条小学校長  

3 小木 寛治 大栄小学校長  

4 牧野 厚志 北条中学校長  

5 河原 裕司 大栄中学校長  

6 三村 章雄 北条小学校評議員  

7 福井 和栄 大栄小学校評議員  

8 岸田 泰彦 北条中学校評議員  

9 妻由 道明 大栄中学校評議員  

10 岡田  綾 北条小学校 PTA  

11 大西 慶祐 大栄中学校 PTA  

12 永田 洋子 まちづくりネット  

13 副田 幸男 あつまらいや北条  

14 山根 雄一 北栄スポーツクラブ  

任期：令和元年７月１日から令和３年３月３１日 

 




